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料
金
改
定
の
経
緯

公
共
下
水
道
事
業
は
、
住
民

の
生
活
環
境
の
向
上
と
公
共
用

水
域
の
水
質
改
善
を
目
的
と
し

て
、
汚
水
処
理
の
ほ
か
下
水
道

施
設
の
整
備
や
改
修
な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。

下
水
道
会
計
は
、
独
立
採
算

を
原
則
と
し
て
特
別
会
計
を
設

け
、
皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ

く
下
水
道
使
用
料
金
で
運
営
し

て
い
ま
す
が
、
一
部
は
一
般
会

計
か
ら
資
金
を
繰
り
入
れ
、
料

金
負
担
の
軽
減
を
図
っ
て
い
ま

す
。し

か
し
、
地
方
交
付
税
の
削

減
に
よ
り
、
町
の
財
政
は
大
変

厳
し
い
状
況
と
な
っ
て
お
り
、

特
別
会
計
の
運
営
も
こ
れ
ま
で

以
上
に
経
費
節
減
に
努
め
る
一

方
、
受
益
者
で
あ
る
町
民
皆
さ

ん
の
負
担
を
見
直
し
、
平
成　
16

年
度
か
ら
3
年
毎
に
下
水
道
使

用
料
金
を
引
き
上
げ
て
一
般
会

計
か
ら
の
繰
入
金
を
縮
減
す
る

な
ど
、
下
水
道
会
計
の
健
全
運

営
を
図
っ
て
き
て
い
ま
す
。

改
定
後
の
料
金
体
系
は

今
回
改
定
す
る
下
水
道
使
用

料
金
は
、
前
回
と
同
じ
改
定
率

（　

％
増
）
で
あ
り
、
平
成　

20

19

年
4
月
請
求
分
の
料
金
か
ら
適

用
さ
れ
ま
す
（【
表
1
】
参
照
）。

な
お
、
水
道
使
用
料
金
に
つ

い
て
は
、
平
成　

年
度
に
改
定

17

さ
れ
て
お
り
、
次
の
使
用
料
金

改
定
平
成　

年
度
に
な
る
予
定

20

で
す
。

単位：円（消費税込）【表２】一般家庭における料金負担の例
６人５人４人３人２人1人人　　数
30�25�20�15�10�5�月平均使用数量
改定後改定前改定後改定前改定後改定前改定後改定前改定後改定前改定後改定前区 分
1,2961,0801,2961,0801,2961,0801,2961,0801,2961,0801,2961,080基本料金

下水道 2,2001,8481,7001,4281,2001,00870058820016800超過料金
3,4962,9282,9962,5082,4962,0881,9961,6681,4961,2481,2961,080計
1,3961,3961,3961,3961,3961,3961,3961,3961,3961,3961,3961,396基本料金

水 道 3,3883,3882,6182,6181,8481,8481,0781,07830830800超過料金
4,7844,7844,0144,0143,2443,2442,4742,4741,7041,7041,3961,396計
8,2807,7127,0106,5225,7405,3324,4704,1423,2002,9522,6922,476合 計

※合計料金は、下水道使用者および公営住宅へ入居し下水道を使用されている方の料金です。

【表1】新しい下水道使用料金表（用途別）
平成22年度改定（予定）改 定 後改 定 前

基本水量区 分
超過料金基 本 料 金超過料金基 本 料 金超過料金基 本 料 金

円/�120円/月1,555円/�100円/月1,296円/�84円/月1,080�まで8一 般 用

円/�138円/月3,110円/�115円/月2,592円/�96円/月2,160�まで18事業所用

円/�138円/月3,456円/�115円/月2,880円/�96円/月2,400�まで18営 業 用

円/�33円/月2,592円/�28円/月2,160円/�24円/月1,800�まで18浴 場 用

円/�518円/月518円/�432円/月432円/�360円/月360�まで1そ の 他

他市町村との料金比較
（一般家庭用・20�/月）
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※ 他市町村の料金は平成17年3月31日現在
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下水道料金が
改定されました

下水道料金を改定する条例が、3月の第1回町
議会定例会で可決され、4月分から新しい料
金で算出することになりました。
今回は、料金改定の経緯と改定後の料金につ
いてお知らせします。

建設課上下水道係　�52- 2179


